
資料3十］□  

政府管掌健康保険の事業運営状況等について  

1．適用の適正化  

（1）適用事業所における適用の適正化  

○ 事業所調査の重点化  

・ 短時間労働者、派遣労働者が多いと見込まれる適用事業所に対する調査   

を重点的に実施。【平成16年6月に通知を発出】  

一 平成17年度においては、適用事業所数に対する事業所調査件数（資格に  

関する調査のみ）の割合が4分の1以上となるよう実施。   

〔17年度の取り組み状況（17年11月末現在）〕  

別添1参照  
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（2）未適用事業所の適用促進  

（D 未適用事業所の適用促進   

■ 法人登記申請書の閲覧等により未適用事業所を把握し、加入勧奨状の送付  
や社会保険労務士の巡回説明等を実施。  

・ 一定規模以上の事業所から、順次、呼出や戸別訪問等による重点的な加入  
指導を実施。  

・重点的な加入指導後においても加入手続を行わない一定規模以上の事業所  

から、職権による適用を実施。  

〔17年度の取り組み状況（17年12月末現在）〕  

・対象事業所の把握数  204．7千件（193．4千件）  

101．8千件（103．6千件）  

96．9千件（89．2千件）  

54．0千件（60．0千件）   

4．7千件（4．2千件）   

2．3千件（3．5千件）   

4．1千件（2．6千件）  

適用促進対象事業所数  

文書加入指導実施数  

巡回説明実施数  

呼出加入指導実施数  

重点加入指導実施数  

上記の取組により加入した事業所数  

※17年度の実施数は延べ実施事業所数である。なお、（）内は平成16年度実績である。  

〔18年度の適用促進の取り組み〕  

・平成17年度において、従業員15人以上の事業所へ対象を拡大し実施している重点加入指   

導を、平成18年度は、従業員10人以上の事業所へ対象をさらに拡大するとともに、職権適   

用も、従業員15人以上の事業所へ対象を拡大する。  
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② 市場化テストの実施  

5箇所の社会保険事務所を対象として、未適用事業所を把握することから加   

入させるまでを包括的に市場化テストのモデル事業として実施。  

〔17年度の実施状況（17年12月末現在）〕  

別添2参照  

〔18年度の市場化テスト事業〕  

・平成18年度は、13社会保険事務局管内の104社会保険事務所へ対象を拡大する。  

・対象社会保険事務局（予定）  

（1）北海道社会保険事務局  

（2）宮 城社会保険事務局  

（3）埼 玉社会保険事務局  

（4）千 葉社会保険事務局  

（5）東 京社会保険事務局  

（6）神奈川社会保険事務局  

（7）静 岡社会保険事務局  

（8）愛 知社会保険事務局  

（9）京 都社会保険事務局  

（10）大 阪社会保険事務局  

（11）兵 庫社会保険事務局  

（12）広 島社会保険事務局  

（13）福 岡社会保険事務局  

4社会保険事務所  

4社会保険事務所  

5社会保険事務所  

4社会保険事務所  

26社会保険事務所  

7社会保険事務所  

4社会保険事務所  

8社会保険事務所  

5社会保険事務所  

14社会保険事務所  

8社会保険事務所  

6社会保険事務所  

9社会保険事務所  

※各社会保険事務局ごとに、管内の社会保険事務所をまとめて委託。  
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2．保険料収入の確保  

① 納期内納入の励行指導  

・保険料の納期限内での納入を確実なものとするため、各事業所に対して口座  

振替による保険料紳付の促進や納期内納入についての励行指導を実施。  

（卦 滞納事業所に対する納付指導及び滞納処分  

・保険料滞納の発生防止のための速やかな納付督励、滞納処分の早期着手に努  

め、不渡りや倒産に関する情報の早期把握、財産調査の徹底など、確実な滞納  

処分を実施。  

・長期・大口滞納事業所を含めた納付困難事案等について、地方社会保険事務  

局と社会保険事務所が一体となった効果的かつ効率的な対策を実施。  

〔17年度の保険料収納率の推移（17年12月末現在）〕  

別添3参照  
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3．医療費の適正化  

（1）診療報酬明細書等点検調査  

診療報酬明細書等について縦覧点検に重点をおいた効率的な点検調査を実施  

〔各保険者別の対前年度比較〕   

別添4参照  

（2）診療報酬明細書等の開示  

平成17年4月施行の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」  

等を踏まえ「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に基づき実施  

〔平成17年10月末の開示状況〕   

別添5参照  
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4．保健事業  
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○ 生活習慣病予防健診事業の一般健診については、平成18年  て
と
 
 

い
こ
 
 

お
ぅ
 
 

こ
行
 
 

場
絹
 
 

増額するとともに健診単価の引き下げ及び自己負担額の引き上I  
拡大する措置を講じる予定。  
〔平成17年度の取り組み状況（見込み）〕  

別添6参照  

（参 考）   

一般健診の状況  平成17年度  平成18年度  

① 健診単価の引き下げ   18．784円 →  

② 自己負担額の引き上げ  6，720円 →  

③ 健診実施者数の拡大   3．762千人 →  

④ 健診実施率の向上  36．1％ →  

18，144円（640円減）   

6，820円（100円増）  

3，978千人（216千人増の見込）  

38．3％（2．2％増の見込）  

注1）健診単価については、胸部及び胃部ともレントゲン検査を直接撮影で実施した場合の価格である。  

注2）健診実施率は、40歳以上の被保険者に対する全受診者（35～39歳被保険者及び被扶養配偶者を含む）の割合である。  

（単位：百万円）  

平成17年度   平成18年度   増  減   

予算  予算案  

生活習慣病予防健診検査費  42，812   44，296   ＋1，484  

（＋3．5％）  

40，099   41，897   ＋1，798  

5 8 3   6 3 5   ＋5 2  

ウイルス検査   7 28   4 20   ▲308  

（注）その他の検診は、乳がん・子宮がん検診及びフォローアップ健診等である。  
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資料3－2  
政府管掌健康保険の保健・福祉施設等について  

く社会保険病院〉  

社会保険病院については、「社会保険病院の在り方の見直しについて  

（平成14年12月25日厚生労働省方針）」に基づき、平成15年度  

を初年度とする3カ年（経過措置期間）の経営改善計画を各社会保険病  

院に策定させ、現在、各病院において経営改善に取り組んでいるところ。   

今後、経過措置期間中の経営実績を評価し、平成18年度に整理合理  

化計画として取りまとめることとしており、社会保険病院の取扱いにつ  

いては、各般のご意見を踏まえ検討を進めることとしている。  

く社会保険病院以外の保健■福祉施設等〉  

社会保険病院以外の社会保険診療所、健康管理センター、保健福祉セ  

ンター（ヘルシーパル）、健康づくりセンター、保養所・健康増進所（ホー  

ルサムイン）及び制度共通の社会保険センター、社会保険健康センター（ペ  

アーレ）については、年金の福祉施設と同様に、平成17年10月に設立  

された独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に出資し、5年以  

内に廃止■売却することとしている。   

なお、同機構においては、昨年12月から出資を受けた施設等の売却  

を実施しており、現在、出資した政府管葦健康保険の保健・福祉施設等  

（138施設）のうち2施設が民間事業者等に売却されている。  
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社会保険病院の概要  

1．設置根拠   

健康保険法第150条の規定に基づき、保険者が行う保健福祉事業の  
一環として病院を設置   

2．設置主体等  

（1）社会保険庁（政管健保の保険者）  

（2）設置時期  

主として昭和20年代  

（3）設置数  

全国に53病院（延べ15，142床、平均286床）  
うち、29病院が介護老人保健施設を併設、9病院が看護師養成所  

を併設   

3．運   営  

（1）経営は民間公益法人及び地方公共団体に委託し、受託団体の独立採  
算により運営されている。（国有民営方式）  
〔委託先法人〕  

（社）全国社会保険協会連合会（49）、公立紀南病院組合（1）、  
岡谷市（1）、（財）平成紫川会（1）、（社）地域医療振興協会（1）   

（2）経営状況  

年   度   収  入   支  出   収支差   備  考   

単年度黒字31病院  

平成14年度   3，087億円  3，106億円  ▲19億円   単年度赤字23病院   

単年度黒字35病院  

平成15年度   2，903億円  2．882億円  ＋21億円   単年度赤字17病院   

単年度黒字50病院  

平成16年度   2，916億円  2，887億円  ＋29億円   単年度赤字  3病院   

※平成15年度以降は、「支出」に建物等更新費用を計上している。  

（平成15年度 97億円、平成16年度 95億円）  
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